
令和５年度江東区障害福祉サー
ビス事業者等集団指導

実地指導における主な
指摘事項について（共通編）

江東区障害福祉部障害者施策課
指導検査係
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対象サービス
 訪問系
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援
 通所系
生活介護、自立訓練（機能訓練、生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、
就労継続支援Ｂ型、就労定着支援
 居住系
短期入所、共同生活援助、自立生活援助
 児童通所系
児童発達支援、放課後等デイサービス
 相談系
計画相談支援、障害児相談支援
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目次
 １ 人員及び運営の基準
（１）人員基準
（２）人権擁護・虐待防止
（３）重要事項説明書・利用契約書
（４）受給者証記載事項等
（５）サービス提供の記録
（６）利用者負担額の受領
（７）給付費の額に係る通知
（８）勤務体制の確保
（９）業務継続計画（BCP）の作成等
（10）非常災害対策

（11）衛生管理
（12）掲示
（13）身体拘束の禁止
（14）秘密保持等
（15）苦情解決
（16）事故発生時の対応

 ２ 報酬関係
（１）給付費の算定
（２）実地指導後の手続き

3



令和４年度実地指導文書指摘件数

※同一事業所内の別のサービス（居宅介護、重度訪問介護、移動支援等）で同じ指摘
をしている場合は、まとめて１つの文書指摘と集計しています。

令和４年度 文書指摘件数 令和３年度 文書指摘件数

文書指摘項目 件数 文書指摘項目 件数

虐待防止体制の整備 15 加算・減算 12

加算・減算 11 虐待防止体制の整備 10

身体的拘束等の適正化 11 サービス提供記録 5

掲示 6 モニタリング 4

勤務表 3 法定代理受領通知 2

サービス提供記録 3 変更届 2

ハラスメント防止 3 契約書・重要事項説明書 2

モニタリング 3
その他（個人情報同意書、掲示、
記録の保存、個別支援計画） 4

その他（変更届、アセスメント、
運営規定、個別支援計画等） 12

合計 67 合計 41

4



令和４年度実地指導口頭指導件数

※同一事業所内の別のサービス（居宅介護、重度訪問介護、移動支援等）で同じ指摘
をしている場合は、まとめて１つの口頭指摘と集計しています。

令和４年度 口頭指導件数 令和３年度 口頭指導件数
口頭指導項目 件数 口頭指導項目 件数

個別支援計画 26 個別支援計画 24
衛生管理 18 衛生管理 13
業務継続計画 18 業務継続計画 13
重要事項説明書 18 重要事項説明書 12
運営規程 11 受給者証 9
勤務表 11 非常災害対策 9
受給者証 11 身体拘束等の禁止 8
掲示 9 個人情報同意書 7
サービス等利用計画 9 モニタリング 6
避難確保計画 9 秘密保持に関する誓約書 6
その他（契約書等） 92 その他（勤務体制の確保等） 49
合計 232 合計 156
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１ 人員及び運営の基準
（１）人員基準
 常勤とは
事業所における勤務時間が、当該事業所等において定められている常勤の従業者が勤務す
べき時間数（１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする）に
達していること。

★令和３年度報酬改定に伴う運営基準の改正
⇒「常勤」要件及び「常勤換算」要件を一部緩和する見直しあり。
（仕事と育児や介護との両立を進め、離職防止・定着促進を図る観点から）

 「専従」「専ら従事する」「専ら提供する」とは
原則、サービス提要時間帯を通じて指定障害福祉サービス以外の職務に従事しないこと。
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 「常勤換算方法」とは
事業所の従業員の勤務延べ時間数を、常勤の従業者が勤務す
べき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算
する方法。

例）常勤従業者が週40時間勤務の事業所の場合、週20時間勤
務の従業者が２人いれば、常勤換算で１人となる。

問）残業等で週60時間働く従業者1人は、常勤換算方法で1.5
人になるか?
⇒超過勤務で週60時間働いても、常勤換算上は、1人。
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【人員基準のポイント】
 常勤なのか、常勤換算なのか

 専従なのか、兼務可なのか
（当該事業所のみでなく、兼務先の人員基準も確認）

 必要な資格は何か（資格証明書の確認）

 実務経験はあるか（実務経験証明書の確認）
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（２）人権擁護・虐待防止
①虐待防止責任者の設置（令和４年度から義務化）

②虐待防止委員会の設置（令和４年度から義務化）

③虐待防止チェックリストの実施

④虐待防止マニュアルの整備

⑤虐待防止に関する研修の実施（令和４年度から義務化）

⑥虐待防止掲示物の掲示
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①虐待防止責任者の設置

 虐待防止責任者を定める

★令和３年度報酬改定に伴う運営基準の改正により、
令和４年度から義務化。

 重要事項説明書に虐待防止責任者を明記する。
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②虐待防止員会の設置
 委員会の３つの役割
・虐待防止のための計画づくり（虐待防止の研修、労働環境・条件を確認、改善するための実施計画づくり、指針の作成）

・虐待防止のチェックとモニタリング（虐待が起こりやすい職場環境の確認など）

・虐待（不適切な対応事例）発生後の検証と再発防止策の検討
（虐待待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実行）

 定期的（年１回以上、テレビ電話装置等活用可）に開催し、検討結果の従業者への
周知徹底。
・議題例（研修・虐待防止の取組の検討・振り返り等）

★令和３年度報酬改定に伴う運営基準の改正により、令和４年度から義務化。

 事業所の管理者や虐待防止担当者（必置）が参画していれば最低人数は問わないが、
委員会での検討結果を従業者に周知徹底することが必要。

 開催した日時や参加者、協議した内容等を記録に残す。
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③虐待防止チェックリストの実施
 体制整備チェックリスト（Ａ）
⇒管理者が実施する。

 職員セルフチェックリスト（Ｂ）
⇒全従業者（管理者含む）が実施する。

 定期的に実施する。
⇒結果集計により現状の課題を把握する。

★厚生労働省「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引
き」参照
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④虐待防止マニュアルの整備
 虐待の５類型を盛り込む。
①身体的虐待
②性的虐待
③心理的虐待
④放棄・放置（ネグレクト）
⑤経済的虐待

 区市町村への通報義務を盛り込む。
⇒発見者が直接通報する義務がある。

 従業者へ周知する。
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⑤虐待防止に関する研修の実施
 全従業者（管理者含む）へ定期的（年１回以上）に実施する。

 研修記録を作成する。
⇒研修の内容が分かる資料・実施日や参加した職員がわかる記録等
⇒研修未受講者については、研修資料を提供し、レポート等で研修内容
の理解度を把握する。

★令和３年度報酬改定に伴う運営基準の改正により、令和４年度から義務化。
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⑥虐待防止掲示物の提示
 虐待防止啓発掲示物
⇒従業者が日ごろ確認できる場所へ掲示する。

 虐待通報先
⇒虐待防止に関する区市町村の窓口(障害者虐待防止センター等)を掲示する。
⇒利用者の支給決定自治体の窓口を全て掲示する。

 「東京都障害者サービス情報」ＨＰの書式ライブラリー「権利擁護」「障害者
虐待防止法に係る通報・届出窓口一覧」参照

★「施設・事業所における虐待防止体制の整備の徹底について（通知）」
（令和5年5月9日東京都福祉保健局障害者施策推進部）も参照してください。
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（３）重要事項説明書・利用契約書
【重要事項説明書・利用契約書の記載内容】
 利用申込者のサービスの選択に資する重要事項（重要事項説明書）
⇒運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、
第三者評価の実施状況等

 契約にあたっての必要事項（契約書）
⇒経営者名、主たる事務所所在地、サービス内容、利用者負担額、
サービス提供開始年月日、苦情窓口

 内容を利用者に説明・交付し、同意を得る。（重要事項説明書・契約書）

 運営規程の内容と合致させる。（重要事項説明書・契約書）

 契約は事業者（法人代表）と利用者（児童は保護者）で行う。（契約書）
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事例＜相談系除く＞
第三者評価の実施の有無等（平成30年度からの必須項目）に
ついて、重要事項説明書に記載していない。

⇒第三者評価実施の有無、実施した直近の年月日、実施し
た評価機関の名称、評価結果の開示状況を重要事項説明
書に記載する。

（３）重要事項説明書・利用契約書（続き）
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（４）受給者証記載事項等
 受給資格を確認する。
・支給決定の有無、有効期間、支給量 等

 受給者証に必要事項を記載する。
・事業者と事業所の名称、障害福祉サービス等の内容、契約支給量、
契約日（契約終了時は終了年月日）、入退所日等

☆必要事項はサービスにより異なる。

 受給者証の写しを保管する。（利用開始・終了時・受給者証更新時）
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（５）サービス提供の記録＜相談系除く＞

 個別支援計画に記載されたサービス内容が提供されたことを担保する
重要な記録!（請求の根拠）

 サービス提供日、サービスの具体的内容（支援内容、利用者の状況）、
実績時間数等について記載する。

 給付費算定や利用者負担額に影響することは、具体的に記載する。
⇒加算に係る支援内容、食事の提供有無、送迎利用の有無 等

 利用者から確認（署名等）を得る。
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（６）利用者負担額の受領
 サービス提供に係る利用者負担額の支払いは、受けなけれ
ばならない。

 サービスの内容、費用について重要事項説明書等で事前に
説明し、同意を得る。

 支払いを受けた場合には、領収証を交付する。
（領収証・請求書のいずれかで内訳もわかるようにする。）
（銀行振込による受領の場合も領収証の発行が必要です。）
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（７）給付費の額に係る通知
 法定代理受領により給付費の支給を受けた場合は、利用者
に対し、当該給付費の額を通知する。

 給付費受領後に通知する。
例）４月提供分
⇒５月10日までに請求
⇒６月15日に入金後、法定代理受領通知を送付する。
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（８）勤務体制の確保
 月ごとの勤務表を作成する。
⇒従業者（管理者含む）の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との
兼務関係等を記載する。

 研修機会を確保する。
⇒全従業者を対象に研修を計画的に実施する。
⇒研修の記録を残す。（日時、参加者、内容等）

 職場におけるハラスメント防止対策（★令和３年度報酬改定に伴う運営基準の改正）
⇒方針等（就業規則・ハラスメント規程）の明確化及びその周知・啓発
⇒相談（苦情）に応じ、適切に対応するための必要な体制整備（担当者・窓口）
・パワーハラスメント防止措置の義務化（中小企業は令和４年４月１日から義務化）
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（９）業務継続計画（ＢＣＰ）の作成等
 業務継続に向けた取組の強化（感染症・非常災害）
・業務継続に向けた計画等（ＢＣＰ）の策定
・研修の実施（１年に１回以上）
・訓練（シュミレーション）（１年に１回以上）の実施等を義務付ける。
※感染症ＢＣＰの研修・訓練については、感染症の予防及びまん延の防
止のための研修・訓練と一体的に実施することも差し支えない。

★令和３年度報酬改定に伴う運営基準の改正。令和６年３月31 日までの
間は、努力義務（令和６年４月１日から義務化）。
★「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時
の業務継続ガイドライン」参照
★「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時のガイドライン」
参照
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（10）非常災害対策＜通所系・居住系・児童通所系＞

 消防計画（防災計画）を作成し、消防署へ届け出ること。（防火管理者が必要な施設）

 非常災害対策計画（火災・風水害・土砂災害・地震等）を作成する。

 避難確保計画を作成し、江東区防災課へ報告する。（要配慮者利用施設）

 避難訓練・消火訓練を定期的に実施する。（記録を作成する。）
★令和３年度報酬改定に伴う運営基準の改正。訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連
携に努めなければならない。

 避難経路を確保する。

 カーテン・絨毯は防炎性能を有するものを使う。

 家具等の転倒防止、落下防止対策を行う。
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（11）衛生管理
 感染症・食中毒が発生、まん延しないよう必要な措置を講じる。

 集団感染の原因となるため、洗面所、トイレでの共用タオルの使用をさける。
（ペーパータオルや個人用タオルを使用する。）

★厚生労働省ＨＰ掲載
・「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」
・「障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引きについて」を
参照
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 感染症対策の強化
・委員会の開催（訪問系・相談系・自立生活援助は概ね６月に１回）

（通所系・居住系（自立生活援助除く）・児童通所系は概ね３月に１回）

（テレビ電話装置等活用可）
・指針の整備
・研修の実施（訪問系・相談系・自立生活援助は１年に１回以上）

（通所系・居住系（自立生活援助除く）・児童通所系は１年に２回以上）

・訓練（シュミレーション）の実施（研修の実施の回数と同様）
の実施を義務付ける。
★令和３年度報酬改定に伴う運営基準の改正で令和６年３月31 日までの間は、努
力義務。（令和６年４月１日から義務化）

（11）衛生管理（続き）
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（12）掲示
 以下の内容を事業所の見やすい場所に掲示する。
（掲示する場所がなければファイルの備え付けでも可）

＜各サービス共通＞
・運営規程の概要
・従業者の勤務体制
・苦情に関する措置の概要
・虐待防止に関する掲示物
・その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項 等

＜生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ、就労継続支援Ｂ、共同生活援助＞
＜児童発達支援、放課後等デイサービス＞
・協力医療機関

＜計画相談支援、障害児相談支援＞
・相談支援（基本・計画・障害児）の実施状況、相談支援専門員の有する資格・経験年数

 上記内容が重要事項説明書に記載されてあれば、重要事項説明書の掲示でも可。
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（13）身体拘束の禁止＜自立生活援助・就労定着支援・相談系除く＞

 身体拘束は原則禁止されている。

 やむを得ず身体拘束を行う場合には、３要件を満たす必要がある。
・切迫性（危険にさらされる可能性が著しく高いか）
・非代替性（身体拘束以外の代替手段はないか）
・一時性（必要とされる最短時間を想定しているか）

 必要性について会議等で組織的に検討、決定する。

 個別支援計画に、緊急やむを得ない利用とあわせて、どのような身体拘束を、どの
くらい（時間）行うかを記載する。

 利用者と家族にあらかじめ説明し、同意を得る。
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 身体拘束を実施した場合には
・身体拘束の態様（どのような拘束を行ったか）
・実施時間（どのくらいの時間行ったか）
・利用者の具体的な様子
・実施理由（緊急やむを得ない理由）

について、必ずその都度記録する。
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 身体拘束の適正化について
①身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

②身体拘束適正化委員会の定期的な開催（少なくとも１年に１回、テレビ電話装
置等活用可）と委員会での検討結果の従業者への周知徹底。
※虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも差し支えない。

③身体拘束等の適正化のための指針の整備。
④従業者への定期的（年１回以上）な研修の実施。

※虐待防止研修において身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、
身体拘束等の適正化のための研修を実施しているものとみなして差し支えない。

★①は義務、②～④についても令和４年度から義務化。
★委員会の開催及び研修の実施の「年に１回」とは、直近１年で考える。
 身体拘束廃止未実施減算
★利用者全員を対象とした減算になる。
★令和５年４月から全てのサービスにおいて、減算が適用されます。 35



 身体拘束等の適正化のための指針
＜指針に盛り込む項目＞
①事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
②身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
③身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
④事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
⑤身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
⑥利用者等（※）に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
⑦その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
………………………………………………………………………………

（※）利用者等→障害児通所支援では「障害児またはその家族等」
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（14）秘密保持
従業者の秘密保持
・誓約書を作成するか、就業規則等に従業者の
秘密保持義務を記載する。

・退職後の秘密保持についても含んだ記載にする。

利用者及び家族の個人情報使用の同意
・第三者に個人情報を提供する際の同意書を事前
に作成する。

・利用者だけでなく、家族の同意欄も設ける。
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（15）苦情解決
 苦情に関する措置の概要（苦情窓口等）を重要事項説明書に記載する。

 事業所内に掲示する。

 ３つの苦情窓口を必ず載せる。
①事業所担当窓口
②利用者の支給決定自治体
（江東区内民間施設 :江東区障害福祉部障害者施策課指導検査係 03-3647-9350）

（江東区指定管理施設:江東区障害福祉部障害者施策課施設管理係 03-3647-4950）

③東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会（03-5283-7020）

 苦情を記録する。（記録様式もあらかじめ整備する。）
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令和４年度苦情等件数
（申し立て者区分）

令和３年度苦情等件数
（申し立て者区分）

①利用者からの苦情等 17 ①利用者からの苦情等 18

②保護者からの苦情等 15 ②保護者からの苦情等 5

③従事者からの苦情等 3 ③従事者からの苦情等 2

④事業所からの苦情等 10 ④事業所からの苦情等 4

⑤関係機関からの苦情等 3 ⑤関係機関からの苦情等 0

⑥一般の方からの苦情等 21 ⑥一般の方からの苦情等 13

合計 69 合計 42
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（16）事故発生時の対応
 事故が起きた場合は、利用者家族のほか、東京都や区市町村への報告が必要と
なる。
⇒報告対象となる事故や様式例は東京都の通知を参照（江東区も同内容）。

★「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通知）」
（令和5年5月9日東京都福祉保健局障害者施策推進部）参照

★江東区ＨＰに事故報告書の参考様式を掲載しています。
ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 施設・事業者 > 事業者のみなさまへ
> 事故報告書の提出について

https://www.city.koto.lg.jp/221016/fukushi/shogaisha/service/jikohoukoku.html
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「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通知）」
（令和5年5月9日東京都福祉保健局障害者施策推進部）
報告対象事故等
①死亡事故
②入院を要した事故
③②以外の医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故
④薬の誤与薬
⑤無断外出
⑥感染症の発生
⑦事件性のあるもの
⑧保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの
⑨施設運営上の事故の発生
⑩区市町村に虐待通報をした場合（R5新規）
⑪その他特に報告の必要があると施設が判断したもの

令和４年度事故
件数・区分

（区内・区外合計）

令和３年度事故
件数・区分

（区内・区外合計）

① 1 ① 0
② 0 ② 2
③ 28 ③ 24
④ 5 ④ 10
⑤ 6 ⑤ 3
⑥ 606 ⑥ 265
⑦ 1 ⑦ 0
⑧ 2 ⑧ 2
⑨ 13 ⑨ 19
⑩ 5 ⑩ 6
合計 667 合計 33144



 新型コロナウイルス陽性者の事故報告の変更について

・江東区では令和５年５月８日から新型コロナウイルスの陽
性者が発生した場合の事故報告については、個別の事故報告
は不要となっています。

・集団発生時（同一事業所において、１週間以内におおむね
１０人以上の発生、または定員の半数以上の発生等）があっ
た場合は区保健所に報告し、障害者施策課指導検査係及び都
に事故報告書の提出をお願いします。
※区保健所への報告様式は下記URL参照
https://www.city.koto.lg.jp/260502/koronahoukoku.html
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 事故記録（事故報告書）を作成する。
⇒事故が発生した場合には、必ず記録を残し、原因分析
と再発防止に取り組む。

⇒事故の日時、場所、状況、事故に際して取った処置、
その後の経過等を記載する。

 事故発生時の対応方法をあらかじめ定めておく。
⇒マニュアルを作成する。
⇒様式の整備をする。
⇒従業者へ周知する。
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２ 報酬関係
（１）給付費の算定
 給付費の算定の注意点

①人員の配置について、基準や加算の算定要件を満たしているか。

②サービス内容について、基準や加算の算定要件を満たしているか。
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（２）実地指導後の手続き
給付費の不適正な算定を指摘された場合

 自主点検を行う。
⇒指摘された事例と同様の不適正な算定がないか、事業者自らで点検する。
⇒指摘された１事例のみを返還すれば終了、ということではない。

 自主点検結果について、指導検査係と協議する。
⇒自主点検結果を返還額一覧表にまとめ、指導検査係に内容の説明を行い、
確認を受ける。
⇒対象者、返還の内容（返還対象となる期間、返還理由等）、返還方法（過誤請求
等）を明らかにする。

 指導検査係との協議後、改善報告書を提出する。
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主な法令等
 条例
〇東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条
例（平成24年東京都条例第155号）
〇東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例
(平成24年東京都条例第139号)

 解釈通知
〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障
害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成18年
12月6日障発第1206001号）
〇児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
について（平成24年3月30日障発第0330第12号）
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主な法令等
 報酬基準等
〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障
害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準（平成18年9月29日厚生労働省告示第523号）
〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障
害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年10月31日障発第
1031001号）
〇児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算
定に関する基準（平成24年3月14日厚生労働省告示第122号）
〇児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算
定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成24年3月30日障発
第0330第16号）
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最後に
令和３年度報酬改定の内容について
集団指導で触れられていないところがあるため、厚
生労働省ＨＰを参照し、各事業所で確認をお願いい
たします。

【厚生労働省令和３年度障害福祉サービス等報酬
改定についてＨＰ】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000202214_00007.html
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共通編は以上です。

ご視聴ありがとうございました。
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